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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内相は油相であり、外相は水相であり、
　自発的に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質により形成された閉鎖小胞体又は水酸基を
有する重縮合ポリマーの粒子を含むＯ／Ｗエマルション型であり、
　さらに、水溶性アルミニウム塩又はミョウバンを含有する制汗剤又はデオドラント剤。
【請求項２】
　内相は油相であり、外相は水相であり、
　自発的に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質により形成された閉鎖小胞体又は水酸基を
有する重縮合ポリマーの粒子を含むＯ／Ｗエマルション型であり、
　さらに、無機粉体を含有する制汗剤又はデオドラント剤。
【請求項３】
　前記無機粉体は、前記水相に含まれる請求項２記載の制汗剤又はデオドラント剤。
【請求項４】
　前記油相は、エステル類、ワックス類、高級アルコール及び脂肪酸からなる群より選択
される１又は２以上を含有する請求項１～３のいずれか一項に記載の制汗剤又はデオドラ
ント剤。
【請求項５】
　前記油相は、２０℃における粘度が６０ｍＰａ・Ｓ以上５０００ｍＰａ・Ｓ以下である
油を含有する請求項１～４のいずれか一項に記載の制汗剤又はデオドラント剤。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制汗剤又はデオドラント剤に関し、より詳しくは、Ｏ／Ｗエマルション型の
制汗剤又はデオドラント剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、制汗剤やデオドラント（消臭）剤には、種々の形態が知られている。例えば、非
水系エアゾールタイプは、制汗成分及び消臭成分といった有効成分のサラッとした使い心
地に優れる形態であり、また、スティックタイプは、ワックスや固化剤を基剤として含み
、汗に強い耐水性に優れる形態である（例えば特許文献１参照）。しかし、非水系エアゾ
ールタイプは、塗布効率が低く、また患部以外への接触により肌乾燥を招きやすいなどの
問題が知られている。スティックタイプは、基剤と有効成分との相性や、塗布後のべたつ
きなどの使用感について、課題を有する。
【０００３】
　そこで液剤やクリーム等の非固形タイプの制汗剤やデオドラント剤が着目されている。
液剤やクリーム等の非固形タイプとしては、例えば、Ｏ／Ｗエマルション型、Ｗ／Ｏエマ
ルション型等が知られており、塗布性に優れる他、水系および油系の有効成分の安定化や
感触改善剤の配合を可能とする利点を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２８５８５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の液剤やクリーム等の非固形タイプは、塗布後のべたつき等の使用感や、
有効成分の皮膚への付着性について、改善の余地を有する。
【０００６】
　本発明は、以上の実情に鑑みてなされたものであり、良好な使用感が得られかつ制汗成
分又は消臭成分の皮膚付着性に優れる液剤やクリーム等の非固形タイプの制汗剤又はデオ
ドラント剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、自発的に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質により形成された閉鎖小胞
体又は水酸基を有する重縮合ポリマーの粒子を用いて乳化されたＯ／Ｗエマルション型の
制汗剤又はデオドラント剤が、良好な使用感が得られかつ制汗成分又は消臭成分の皮膚付
着性に優れることを見出し、本発明を完成するに至った。具体的に、本発明は以下のもの
を提供する。
【０００８】
　（１）　内相は油相であり、外相は水相であり、
　自発的に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質により形成された閉鎖小胞体又は水酸基を
有する重縮合ポリマーの粒子を含むＯ／Ｗエマルション型であり、
　さらに、制汗成分及び／又は消臭成分を含有する制汗剤又はデオドラント剤。
【０００９】
　（２）　前記制汗成分は、吸湿剤、滑沢剤及び収斂剤からなる群より選択される１又は
２以上を含有する（１）に記載の制汗剤又はデオドラント剤。
【００１０】
　（３）　前記消臭成分は、包接吸着剤、中和剤、静菌剤及び殺菌剤からなる群より選択
される１又は２以上を含有する（１）又は（２）に記載の制汗剤又はデオドラント剤。
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【００１１】
　（４）　前記油相は、エステル類、ワックス類、高級アルコール及び脂肪酸からなる群
より選択される１又は２以上を含有する（１）～（３）のいずれか一項に記載の制汗剤又
はデオドラント剤。
【００１２】
　（５）　前記油相は、２０℃における粘度が６０ｍＰａ・Ｓ以上５０００ｍＰａ・Ｓ以
下である油を含有する（１）～（４）のいずれか一項に記載の制汗剤又はデオドラント剤
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、自発的に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質により形成された閉鎖小
胞体又は水酸基を有する重縮合ポリマーの粒子を含むＯ／Ｗエマルション型であることで
、良好な使用感が得られかつ制汗成分又は消臭成分の皮膚付着性に優れる液剤やクリーム
等の非固形タイプの制汗剤又はデオドラント剤を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を説明するが、これらに本発明が限定されるものではない。
【００１５】
　本発明の制汗剤又はデオドラント剤は、内相は油相であり、外相は水相であり、自発的
に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質により形成された閉鎖小胞体又は水酸基を有する重
縮合ポリマーの粒子（以下「重縮合ポリマー粒子」ともいう。）を含むＯ／Ｗエマルショ
ン型であり、さらに、制汗成分及び／又は消臭成分を含有する。これにより、制汗剤又は
デオドラント剤の使用感が向上し、かつ制汗成分又は消臭成分の皮膚付着性が向上する。
また、本発明の制汗剤又はデオドラント剤は、塗布後の制汗剤又はデオドラント剤のクレ
ンジング時には容易に除去されやすいという利点も有する。
【００１６】
　閉鎖小胞体又は重縮合ポリマー粒子は、表面が親水性の粒子であり、ファンデルワール
ス力によって水相中の油相との界面に介在することで、乳化状態を維持する。この乳化機
構は、閉鎖小胞体又は重縮合ポリマーによる三相乳化機構として公知であり、界面活性剤
による乳化機構、すなわち親水性部分及び疎水性部分をそれぞれ水相及び油相に向け、油
水界面張力を下げることで乳化状態を維持する乳化機構とは全く異なる（例えば特許３８
５５２０３号公報参照）。本発明では、油水界面に介在していない閉鎖小胞体又は重縮合
ポリマー粒子（例えば、制汗成分および／または消臭成分の周囲を囲む）の寄与の存在も
想定される。
【００１７】
　制汗成分は、吸湿剤、滑沢剤及び収斂剤からなる群より選択される１又は２以上を含有
することが好ましい。収斂剤は、汗口のタンパク質に結合して凝固収縮させることで汗口
を狭めて発汗や皮脂分泌を抑制し、吸湿剤は、発汗した汗を速やかに吸収することで、汗
と細菌との接触を阻害する。滑沢剤は、固体表面に付着して、なめらかですべり性を向上
させる。このように、吸湿剤、滑沢剤及び収斂剤は、皮膚に付着されてその機能を発揮す
る成分であるところ、本発明では制汗成分の皮膚への付着性が向上するので、特に吸湿剤
、滑沢剤及び収斂剤の機能が効果的に向上しやすい。
【００１８】
　吸湿剤としては、クロルヒドロキシアルミニウム等の水溶性アルミニウム塩、酸化亜鉛
、タルク、シリカ等の無機粉体等の１以上が挙げられる。滑沢剤としては、シリカ、タル
ク、酸化亜鉛等の無機粉体等の１以上が挙げられる。収斂剤としては、クロルヒドロキシ
アルミニウム等の水溶性アルミニウム塩、ミョウバン、酸化亜鉛、アラントイン、クエン
酸等の１以上が挙げられる。中でも、クロルヒドロキシアルミニウム等の水溶性アルミニ
ウム塩やミョウバンは、その機能が、界面活性剤により阻害されることが知られるが、本
発明の閉鎖小胞体又は重縮合ポリマー粒子による乳化系では阻害されにくい点で有利であ
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る。なお、界面活性剤による機能阻害としては、汗に溶解したり再乳化したりして一度皮
膚に付着した上記成分が流出する他、ムラ付きによる上記成分の有効性の低減、べたつき
などの使用性低下、皮膚が膨潤する（ふやける）ことによる皮膚因子の流出や物理刺激耐
性の低下が挙げられる。
【００１９】
　制汗成分の含有量は、必要とされる制汗の程度に応じて適宜設定されてよく、特に限定
されないが、例えば制汗剤又はデオドラント剤に対し０．０５質量％以上２５質量％以下
であってよい。界面活性剤系や水系で問題となり得る不利益（例えば汗に溶解したり再乳
化したりして一度皮膚に付着した上記成分が流出する他、ムラ付きによる上記成分の有効
性の低減、べたつきなどの使用性低下、皮膚が膨潤する（ふやける）ことによる皮膚因子
の流出や物理刺激耐性の低下）が本発明では抑制されるため、不利益を考慮せずに必要と
される制汗の程度を与えるのに十分な量の制汗成分を含めることができる。この観点で、
制汗成分の含有量は、制汗剤又はデオドラント剤に対し０．３質量％以上、１質量％以上
、３質量％以上、又は５質量％以上であることが好ましい。他方、本発明では、制汗成分
の皮膚付着が優れるので、制汗成分の含有量に対して効果的に機能が奏され得る。この観
点で、制汗成分の含有量は、制汗剤又はデオドラント剤に対し１５質量％以下、１２．５
質量％以下、１０質量％以下、７．５質量％以下であることが好ましい。
【００２０】
　消臭成分は、包接吸着剤、中和剤、静菌剤及び殺菌剤からなる群より選択される１又は
２以上を含有することが好ましい。包接吸着剤は、臭い物質を包接性や吸着性の高い物質
に包接あるいは吸着させることで臭いの揮発を抑制する。中和剤は、臭い物質である低級
脂肪酸をアルカリによる中和反応で安定化する。収斂剤は、汗口のタンパク質に結合して
凝固収縮させることで汗口を狭めて発汗や皮脂分泌を抑制し、静菌剤及び殺菌剤は、細菌
自体の働きを阻害する。このように、包接吸着剤、中和剤、静菌剤及び殺菌剤は、皮膚に
付着されてその機能を発揮する成分であるところ、本発明では消臭成分の皮膚への付着性
が向上するので、特に包接吸着剤、中和剤、静菌剤及び殺菌剤の機能が効果的に向上しや
すい。
【００２１】
　包接吸着剤としては、シリカ、ゼオライトなどの多孔質成分やタンニン酸、フラボノイ
ド、シクロデキストリン等が挙げられる。中和剤としては酸化マグネシウムや酸化亜鉛な
どの金属酸化物が挙げられる。静菌剤としては、クロルヒドロキシアルミニウム、酸化亜
鉛等が挙げられる。殺菌剤としては、ヒノキチオール、ベンゼトニウムクロリド、イソプ
ロピルメチルフェノール等が挙げられる。
【００２２】
　消臭成分の含有量は、必要とされる消臭の程度に応じて適宜設定されてよく、特に限定
されないが、例えば制汗剤又はデオドラント剤に対し０．００１質量％以上２０質量％以
下であってよい。界面活性剤系や水系で問題となり得る不利益（例えば汗に溶解したり再
乳化したりして一度皮膚に付着した上記成分が流出する他、ムラ付きによる上記成分の有
効性の低減、べたつきなどの使用性低下、皮膚が膨潤する（ふやける）ことによる皮膚因
子の流出や物理刺激耐性の低下）が本発明では抑制されるため、不利益を考慮せずに必要
とされる消臭の程度を与えるのに十分な量の消臭成分を含めることができる。この観点で
、消臭成分の含有量は、制汗剤又はデオドラント剤に対し０．０１質量％以上、０．１質
量％以上、１質量％以上、３質量％以上、又は５質量％以上であることが好ましい。他方
、本発明では、消臭成分の皮膚付着が優れるので、消臭成分の含有量に対して効果的に機
能が奏され得る。この観点で、消臭成分の含有量は、制汗剤又はデオドラント剤に対し１
５質量％以下、１２．５質量％以下、１０質量％以下、７．５質量％以下であることが好
ましい。
【００２３】
　制汗成分及び／又は消臭成分は、油相および水相の一方または双方に含まれてよく、そ
の含有箇所は用いる成分の機能に応じて適宜選択されてよい。特に限定されないが、タル
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ク、酸化亜鉛等の無機粉体は、肌成分の喪失をより抑制できる点で、水相に含まれること
が好ましい。
【００２４】
　本発明において油相とは、Ｏ／Ｗエマルションにおける内包された滴状の油性成分のこ
とである。油相は、制汗剤又はデオドラント剤として用い得る任意の油で構成されてよい
。本発明では、主に油相に起因する使用性の低下が抑制されるため、界面活性剤系では使
用性を低下させる油性成分も、好適に使用することができる。
【００２５】
　この観点で、油相は、エステル類、ワックス類、高級アルコール、脂肪酸からなる群よ
り選択される１又は２以上を含有することが好ましい。これらの油性成分は、極性または
粘度が高いため、皮膚への密着性や耐水性を向上させ、過度な乾燥を抑制することができ
る。エステル類としては、例えば、パルミチン酸エチルヘキシル等のエステル油やステア
リン酸グリセリルが、ワックス類としてはミツロウが、高級アルコールとしてはイソステ
アリルアルコールが、脂肪酸としてはポリヒドロキシステアリン酸が挙げられる。
【００２６】
　これらの油の含有量は、特に限定されないが、使用性の低下を考慮せずに十分な上記効
果を与えることができる点で、制汗剤又はデオドラント剤に対して、０．０１質量％以上
、０．１質量％以上、０．２５質量％以上、０．５質量％以上、０．７５質量％以上、０
．９質量％以上、１．０質量％以上であることが好ましい。他方、本発明では油性成分に
よる効果が効果的に発揮されるので、油性成分の必要量は相対的に低く設定することもで
き、それにより塗布後の制汗剤又はデオドラント剤のクレンジングによる容易な除去を可
能にする点で、上記油性成分の含有量は、制汗剤又はデオドラント剤に対して、５０質量
％以下、１０質量％以下、５質量％以下、４質量％以下、３質量％以下、２質量％以下、
１．５質量％以下、１．２５質量％以下であることが好ましい。
【００２７】
　同様の観点で、油相は、２０℃における粘度が６０ｍＰａ・Ｓ以上５０００ｍＰａ・Ｓ
以下である油を含有することが好ましい。粘度は、１００Ｐａ・Ｓ以上、４００Ｐａ・Ｓ
以上であることが好ましく、３０００Ｐａ・Ｓ以下、１０００Ｐａ・Ｓ以下であることが
好ましい。なお、本発明における粘度は、Ｂ型粘度計によって測定される。
【００２８】
　このような油として、イソステアリルアルコール、メドウフォーム油やテトラエチルヘ
キサン酸ペンタエリスリチル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル、ジステアリン酸ポ
リグリセリル、（イソステアリン酸／セバシン酸）ジトリメチロールプロパンオリゴエス
テル、ポリヒドロキシステアリン酸等が挙げられる。
【００２９】
　同様の観点で、油相は、２０℃において固形の油を含有することが好ましい。このよう
な油としては、エステル類（例えば、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸コレステリ
ルなど）、ワックス類（例えば、ミツロウ、ラノリン、サトウキビロウなど）、高級アル
コール（たとえば、セタノール、ベヘニアルアルコール、ステアリルアルコールなど）、
脂肪酸（例えば、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸など）が挙げられる。
【００３０】
　油相は、基剤となる室温で液状の油を含んでよい。このような油としては、パルミチン
酸エチルヘキシルなどのエステル油、スクワランやミネラルオイルなどの炭化水素、ジメ
チコンやシクロペンタシロキサンなどのシリコーン、ホホバ油などの天然油が挙げられる
。
【００３１】
　油相の含有量は、特に限定されず、制汗剤又はデオドラント剤に対し、５～９５質量％
の範囲で適宜選択されてよい。また、油相の平均粒子径は、特に限定されないが、１～５
０μｍであってよく、乳化状態の安定性の観点で５～３０μｍであることが好ましい。こ
のような大粒子径の油相を有する安定なＯ／Ｗエマルションは、界面活性剤系では構成す
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るのが困難であるのに対し、本発明では容易に構成し得る。油相の平均粒子径は、エマル
ションの粘度が十分に低い（必要に応じ、希釈する）状態で、レーザー回折散乱式粒度分
布計（島津製作所　ＳＡＬＤ２１００）により測定される。
【００３２】
　自発的に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質としては、特に限定されないが、下記の一
般式１で表されるポリオキシエチレン硬化ひまし油の誘導体、もしくは一般式２で表され
るジアルキルアンモニウム誘導体、トリアルキルアンモニウム誘導体、テトラアルキルア
ンモニウム誘導体、ジアルケニルアンモニウム誘導体、トリアルケニルアンモニウム誘導
体、又はテトラアルケニルアンモニウム誘導体のハロゲン塩の誘導体が挙げられる。
【００３３】
　一般式１
【化１】

【００３４】
　式中、エチレンオキシドの平均付加モル数であるＥは、３～１００である。Ｅが過大に
なると、両親媒性物質を溶解する良溶媒の種類が制限されるため、親水性ナノ粒子の製造
の自由度が狭まる。Ｅの上限は好ましくは５０であり、より好ましくは４０であり、Ｅの
下限は好ましくは５である。
【００３５】
　一般式２
【化２】

【００３６】
　式中、Ｒ１及びＲ２は、各々独立して炭素数８～２２のアルキル基又はアルケニル基で
あり、Ｒ３及びＲ４は、各々独立して水素又は炭素数１～４のアルキル基であり、ＸはＦ
、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ又はＣＨ３ＣＯＯである。
【００３７】
　両親媒性物質としては、リン脂質やリン脂質誘導体等、特に疎水基と親水基とがエステ
ル結合したものを採用してもよい。また、刺激緩和性に優れる点で、ジラウロイルグルタ
ミン酸リシンＮａも好ましい。
【００３８】
　リン脂質としては、下記の一般式３で示される構成のうち、炭素鎖長１２のＤＬＰＣ（
１，２－Ｄｉｌａｕｒｏｙｌ－ｓｎ－ｇｌｙｃｅｒｏ－３－ｐｈｏｓｐｈｏ－ｒａｃ－１
－ｃｈｏｌｉｎｅ）、炭素鎖長１４のＤＭＰＣ（１，２－Ｄｉｍｙｒｉｓｔｏｙｌ－ｓｎ
－ｇｌｙｃｅｒｏ－３－ｐｈｏｓｐｈｏ－ｒａｃ－１－ｃｈｏｌｉｎｅ）、炭素鎖長１６
のＤＰＰＣ（１，２－Ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌ－ｓｎ－ｇｌｙｃｅｒｏ－３－ｐｈｏｓｐ
ｈｏ－ｒａｃ－１－ｃｈｏｌｉｎｅ）が採用可能である。
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【００３９】
　一般式３
【化３】

【００４０】
　また、下記の一般式４で示される構成のうち、炭素鎖長１２のＤＬＰＧ（１，２－Ｄｉ
ｌａｕｒｏｙｌ－ｓｎ－ｇｌｙｃｅｒｏ－３－ｐｈｏｓｐｈｏ－ｒａｃ－１－ｇｌｙｃｅ
ｒｏｌ）のＮａ塩又はＮＨ４塩、炭素鎖長１４のＤＭＰＧ（１，２－Ｄｉｍｙｒｉｓｔｏ
ｙｌ－ｓｎ－ｇｌｙｃｅｒｏ－３－ｐｈｏｓｐｈｏ－ｒａｃ－１－ｇｌｙｃｅｒｏｌ）の
Ｎａ塩又はＮＨ４塩、炭素鎖長１６のＤＰＰＧ（１，２－Ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌ－ｓｎ
－ｇｌｙｃｅｒｏ－３－ｐｈｏｓｐｈｏ－ｒａｃ－１－ｇｌｙｃｅｒｏｌ）のＮａ塩又は
ＮＨ４塩を採用してもよい。
【００４１】
　一般式４
【化４】

【００４２】
　更に、リン脂質として卵黄レシチン又は大豆レシチン等のレシチン又はそれを水素化し
たものを採用してもよい。
【００４３】
　水酸基を有する重縮合ポリマーは、天然高分子又は合成高分子のいずれであってもよく
、乳化剤の用途に応じて適宜選択されてよい。ただし、安全性に優れ、一般的に安価であ
る点で、天然高分子が好ましく、乳化機能に優れる点で以下に述べる糖ポリマーがより好
ましい。なお、粒子とは、重縮合ポリマーが単粒子化したもの、又はその単粒子同士が連
なったもののいずれも包含する一方、単粒子化される前の凝集体（網目構造を有する）は
包含しない。
【００４４】
　糖ポリマーは、セルロース、デンプン等のグルコシド構造を有するポリマーである。例
えば、リボース、キシロース、ラムノース、フコース、グルコース、マンノース、グルク
ロン酸、グルコン酸等の単糖類の中からいくつかの糖を構成要素として微生物が産生する
もの、キサンタンガム、アラビアゴム、グアーガム、カラヤガム、カラギーナン、ペクチ
ン、フコイダン、クインシードガム、トラントガム、ローカストビーンガム、ガラクトマ
ンナン、カードラン、ジェランガム、フコゲル、カゼイン、ゼラチン、デンプン、コラー
ゲン等の天然高分子、メチルセルロース、エチルセルロース、メチルヒドロキシプロピル
セルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプ
ロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、アルギン酸プロピレングリ
コールエステル、セルロース結晶体、デンプン・アクリル酸ナトリウムグラフト重合体、
疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の半合成高分子、ポリビニルアルコール、
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ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸塩、ポリエチレンオ
キシド等の合成高分子が挙げられる。
【００４５】
　閉鎖小胞体及び重縮合ポリマー粒子は、エマルション形成前では平均粒子径８ｎｍ～８
００ｎｍ程度であるが、Ｏ／Ｗエマルション構造においては平均粒子径８ｎｍ～５００ｎ
ｍ程度である。なお、両親媒性物質の閉鎖小胞体及び重縮合ポリマーは、一方のみが含ま
れても、双方が含まれてもよい。双方が含まれる場合には、例えば、別々に乳化したエマ
ルションを混合してよい。また、閉鎖小胞体及び重縮合ポリマー粒子の量は、油相の量に
応じて適宜設定されてよく、特に限定されないが、制汗剤又はデオドラント剤に対し合計
で０．０００１～５質量％であってよく、具体的には０．１～１質量％程度の少量で十分
である。
【００４６】
　本発明の油相および水相は、その他、制汗剤又はデオドラント剤において使用し得る任
意の成分を含んでもよい。
【００４７】
　以上のエマルションは、両親媒性物質の二分子膜の層状体を水に分散させ、又は水酸基
を有する重縮合ポリマーを水中に単粒子化させ、両親媒性物質により形成された閉鎖小胞
体又は重縮合ポリマーの粒子を含む乳化剤分散液を形成する工程と、乳化剤分散液と油性
成分とを混合することで、Ｏ／Ｗエマルションを形成する工程と、を有する方法により製
造される。なお、制汗成分及び／又は消臭成分は、Ｏ／Ｗエマルションの形成後に添加し
てもよく、Ｏ／Ｗエマルションの形成過程で添加してもよい。特に限定されないが、親油
性の制汗成分及び／又は消臭成分はＯ／Ｗエマルションの形成過程で添加され、親水性の
制汗成分及び／又は消臭成分は添加タイミングを問わない。
【００４８】
　また、閉鎖小胞体又は重縮合ポリマーの粒子を十分に形成することで、大きい粒子径を
有する油滴が得られやすくなる。このような方法としては、上記の両親媒性物質及び／又
は水酸基を有する重縮合ポリマーを分散媒（つまり水）中に添加して撹拌する、両親媒性
物質を良溶媒に溶解した後、その溶液を水と混合する等が挙げられる（例えば、特開２０
０６－２４１４２４号公報参照）。
【００４９】
　単粒子化は、重縮合ポリマー粒子の結合体を含む顆粒を、水に分散して分散液を調製し
た後、顆粒を膨潤し、更に顆粒に由来する水素結合を可逆的条件下で切断することで、結
合体の高次構造が緩和された緩和物を生成し、時間を置いた後、結合体内の水素結合を切
断し、重縮合ポリマー粒子を水中に分離することで行われることが好ましい。この過程を
経ない場合、重縮合ポリマー粒子（単粒子～数個の単粒子の集合）が十分には得られにく
い。
【実施例】
【００５０】
　＜実施例１～３＞
　レシチンの溶液から閉鎖小胞体の分散液を調製した。そこにクロルヒドロキシアルミニ
ウム又はタルク、エステル類、ワックス類を加え、デオドラント剤を調製した。
【００５１】
　（比較例１～３）
　閉鎖小胞体の分散液の代わりにレシチンの溶液を用いた点を除き実施例１～３と同様の
手順で、比較例１～３のＯ／Ｗエマルション型の制汗剤又はデオドラント剤を調製した。
【００５２】
　（比較例４、５）
　油性成分を加えなかった点を除き、実施例１および２と同様の手順で、比較例４、５の
制汗剤又はデオドラント剤を調製した。
【００５３】
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　実施例及び比較例における各成分の配合量を表１に示す。
【００５４】
【表１】

【００５５】
　（蒸散促進評価）
　各エマルション３ｍＬをガラス製容器に充填し、湿度８０％、４０℃で２４時間静置し
た。その後の重量変化を精密秤量により求め、重量変化率を求めた。精製水の重量変化率
を差し引いた差分を表２に示す。
【００５６】
　（使用感評価）
　各エマルション０．２ｇを、パネリストの上腕内側に塗布し、なじんだ後の肌触りを、
下のスコアに分類した。この結果を表２に示す。
　　１：さらさら感あり
　　２：べたつきなし
　　３：べたつきややあり
　　４：べたつきあり
　　５：不快なべたつき
【００５７】
　（皮膚付着性評価）
　実施例１～３、及び比較例１～３、５の制汗剤又はデオドラント剤を１００倍希釈した
液５ｇを１５ｍＬチューブに入れ、ケラチンパウダー０．１ｇを加えた。その後、４０℃
で３０分間静置し、２０００ｇで１５分間にわたり遠心分離を行った。上清２ｍＬに、金
属検出試薬としての１％ＸＯ試薬２０μＬを添加し、ＯＤ５００を測定した。ケラチンパ
ウダーを加えなかったブランク時のＯＤ５００を差し引いた値（Ａ値）を求めた。
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【００５８】
　実施例１～３、及び比較例１～３、５に含まれるクロルヒドロキシアルミニウム又はタ
ルクを水で置き換えた制汗剤又はデオドラント剤を作成し、実施例１～３、及び比較例１
～３、５の制汗剤又はデオドラント剤の代わりに用いた以外は、上記と同様にＯＤ５００
を測定し、ブランク時のＯＤ５００を差し引いた値（Ｂ値）を求めた。Ａ値からＢ値を差
し引いた値（Ｃ値）を表２に示す。Ｃ値はケラチンに付着した金属類（ここではクロルヒ
ドロキシアルミニウムまたはタルク）の量に比例すると考えられる。
【００５９】
　（肌成分喪失性評価）
　上記皮膚付着性評価と同じ手順で得た上清を分析し、ケラチン由来の金属類金属類の存
否を判定した。この結果、金属類の存在が確認された場合、肌成分の喪失あり、金属類の
存在が確認されなかった場合、肌成分の喪失なし、とそれぞれ評価した。
【００６０】
　（角質との相性評価）
　各エマルション０．２ｇを、パネリストの上腕内側に塗布し、１０分放置した。その後
、塗布部を水道水に浸漬し、風乾した。このとき、密着性評価では浸漬を１０秒間行い、
耐水性評価では浸漬を３０秒間行った後、塗布部を摩擦した。その後、テープを塗布部に
貼って剥離し、テープの当該部分を、金属検出試薬としての１％ＸＯ試薬で染色した後、
顕微鏡で観察した。観察した画像を用い、各評価を下のスコアに分類した。
　　１：染色が全くなし
　　２：わずかに染色あり
　　３：染色あり
　　４：明確に染色あり
　　５：強い染色あり
【００６１】
【表２】

【００６２】
　表２に示されるように、実施例の制汗剤又はデオドラント剤（実施例１～３）は、組成
的には同じだがレシチンが閉鎖小胞体化しなかった比較例の制汗剤又はデオドラント剤（
比較例１～３）に比べ、良好な使用感であり、かつ、制汗成分又は消臭成分の皮膚付着性
に優れていた。また、実施例の制汗剤又はデオドラント剤（実施例１～３）は、組成的に
は同じだが界面活性剤系である比較例の制汗剤又はデオドラント剤（比較例１～３）に比
べ、水分の蒸散促進効果、角質密着性および角質耐水性に優れ、肌成分喪失の抑制効果に
も概ね優れていた。このことから、本願発明の制汗剤又はデオドラント剤は、従来の制汗
剤又はデオドラント剤が有する課題を解決し、優れた効果を示すことが分かった。
【００６３】
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　また、閉鎖小胞体の分散液を調製した場合であっても、油性成分を加えなかった比較例
５では、油性成分を加えた実施例１に比べて、制汗成分又は消臭成分の皮膚付着性や耐水
性が悪く、肌成分の喪失もかなりあった。このことから、本願発明の制汗剤又はデオドラ
ント剤が十分な効果を発揮するためには、油相も必要であることが示された。
【要約】
【課題】良好な使用感が得られかつ制汗成分又は消臭成分の皮膚付着性に優れる液剤やク
リーム等の非固形タイプの制汗剤又はデオドラント剤を提供すること。
【解決手段】制汗剤又はデオドラント剤は、内相は油相であり、外相は水相であり、自発
的に閉鎖小胞体を形成する両親媒性物質により形成された閉鎖小胞体又は水酸基を有する
重縮合ポリマーの粒子を含むＯ／Ｗエマルション型であり、さらに、制汗成分及び／又は
消臭成分を含有する。
【選択図】なし
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